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清水庁舎整備等事業 
入札説明書等の変更について 

令和２年３月 31日 

静岡市 

 

令和元年 11月 28日付で公表しました清水庁舎整備等事業入札説明書（令和元年 12月 23日付で変更・修正）等について、本日付で公表しました清水

庁舎整備等事業入札説明書等において、次のとおり変更しています。 

 

入札説明書 

No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

1  目次 別添資料 

・民間施設事業用地定期借地権設定契約書(案) 

（追記） 

別添資料 

（削除） 

・入札説明書（令和元年 11月 28日付）等に関する有効な質問

回答 

2 1 第１ 本入札説明書は静岡市（以下「市」という。）が民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年

法律第 117 号。以下「PFI 法」という。）第 6 条の規定に基づ

き、令和元年 11月 28日に特定事業として選定した清水庁舎整

備等事業（以下「本事業」という。）について、本事業を実施す

る民間事業者を総合評価落札方式による一般競争入札により

募集及び選定するに当たり、入札に参加しようとする者を対象

に交付するものである。 

本入札説明書は静岡市（以下「市」という。）が民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年

法律第 117 号。以下「PFI 法」という。）第 6 条の規定に基づ

き、令和２年３月●日に特定事業として選定した清水庁舎整備

等事業（以下「本事業」という。）について、本事業を実施する

民間事業者を総合評価落札方式による一般競争入札により募

集及び選定するに当たり、入札に参加しようとする者を対象に

交付するものである。 

3 1 第１ ７ 民間施設事業用地定期借地権設定契約書(案) (削除) 

4 1 第１ （追記） ８ 入札説明書（令和元年 11月 28日付）等に関する有効な質

問回答 

本事業に関して、「令和元年 11 月 28 日付で公表した入札説

明書（令和元年 12月 23日付で修正）等」に関する質問回答
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

（令和元年 12月 23日公表）のうち有効な回答 

5 1 第１ また、本入札説明書等と、既に公表している実施方針及び実

施方針等に関する質問・意見に対する回答とに相違がある場合

は、本入札説明書等に規定する内容を優先するものとする。 

また、本入札説明書等と、既に公表している実施方針、実施

方針等に関する質問・意見に対する回答及び令和元年 11月 28

日付で公表した入札説明書（令和元年 12月 23日付で修正）と

に相違がある場合は、本入札説明書等に規定する内容を優先す

るものとする。 

6 2 第２・４・１） また、本事業の実施においては、清水庁舎の建設に併せて、

JR清水駅直結という好立地を生かし、同一敷地内に民設民営の

立体駐車場と民間施設を一体で整備することにより、民間事業

者の創意工夫の発揮による「新清水庁舎建設基本計画」に定め

た基本理念「市民に開かれたコンパクトな庁舎～港町の歴史と

自然に向き合いながら清水のまちづくりを未来へリードする

～」及び３つの基本方針（①「清水区民の行政サービスの拠点」、

②「清水区の防災拠点」、③「清水区のまちづくりの拠点」）の

達成、「明日の清水のまちづくり（平成 29年２月発行 広報し

ずおか特集号参照）」を推進することを目的とする。 

また、本事業の実施においては、清水庁舎の建設に併せて、

JR清水駅直結という好立地を生かし、同一敷地内に民設民営の

立体駐車場を一体で整備することにより、民間事業者の創意工

夫の発揮による「新清水庁舎建設基本計画」に定めた基本理念

「市民に開かれたコンパクトな庁舎～港町の歴史と自然に向

き合いながら清水のまちづくりを未来へリードする～」及び３

つの基本方針（①「清水区民の行政サービスの拠点」、②「清水

区の防災拠点」、③「清水区のまちづくりの拠点」）の達成、「明

日の清水のまちづくり（平成 29 年２月発行 広報しずおか特

集号参照）」を推進することを目的とする。 

7 3 第２・４・３） 本事業の対象となる施設は、清水庁舎、立体駐車場及び民間

施設からなり、各施設の事業区分及び事業主体は次のとおりで

ある。 

本事業の対象となる施設は、清水庁舎及び立体駐車場からな

り、各施設の事業区分及び事業主体は次のとおりである。 

8 3 第２・４・３） 事業区分 民間施設 民間収益事業 PFI事業の附帯事業 

事業主体 駐車場事業者 下記４）（３）の業務を実施する者 

（削除） 

9 3 第２・４・３） また、PFI 事業の附帯事業として、駐車場事業者は、立体駐車

場の設計、建設、維持管理及び運営等を実施し、民間施設事業

者は、民間施設の設計、建設、維持管理及び運営等を実施する。

なお、立体駐車場と民間施設を合築することを可とする。 

また、PFI 事業の附帯事業として、駐車場事業者は、立体駐車

場の設計、建設、維持管理及び運営等を実施する。 

10 3 第２・４・４） 事業者が実施する業務は、次の（１）から（３）に掲げるも 事業者が実施する業務は、次の（１）及び（２）に掲げるも
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

のとする。 のとする。 

11 3 第２・４・４） （３）民間施設に関する業務 （削除） 

12 3 第２・４・５） （３）民間施設（PFI事業の附帯事業） （削除） 

13 3 第２・４・６）（１） 令和２年７月から令和 20年３月までの 17年９ヶ月（設計・

建設期間約２年６ヶ月、維持管理・運営期間約 15年４ヶ月）と

する。 

令和２年 10月から令和 20年３月までの 17年６ヶ月（設計・

建設期間約２年７ヶ月、維持管理・運営期間 15年）とする。 

14 5 第２・４・６） （３）民間施設（PFI事業の附帯事業） （削除） 

15 5 第２・４・７） （４）駐車場事業者及び民間施設事業者の収入 

立体駐車場及び民間施設は、各事業者が独立採算にて実

施するものとし、その収入は各事業者の収入とする。 

（４）駐車場事業者の収入 

立体駐車場は独立採算にて実施するものとし、その収入

は駐車場事業者の収入とする。 

16 6 第２・４・９）（１） 令和５年１月の供用開始を前提に、事業スケジュールを以下

のとおり予定している。 

令和５年５月の供用開始を前提に、事業スケジュールを以下

のとおり予定している。 

17 6 第２・４・９）（１） 落札者の決定・公表 令和２年４月 

基本協定の締結   令和２年５月 

事業仮契約の締結  令和２年５月 

事業契約に係る議決 令和２年７月 

設計・建設期間   令和２年７月～令和５年１月３日（約２

年６ヶ月） 

※施設の引渡し   令和４年 12月 12日を予定 

施設の供用開始   令和５年１月４日 

維持管理・運営期間 施設引渡し後～令和 20年３月末（約 15

年４ヶ月） 

落札者の決定・公表 令和２年７月 

基本協定の締結   令和２年８月 

事業仮契約の締結  令和２年８月 

事業契約に係る議決 令和２年 10月 

設計・建設期間   令和２年 10 月～令和５年５月７日（約

２年７ヶ月） 

※施設の引渡し   令和５年３月 31日を予定 

施設の供用開始   令和５年５月８日 

維持管理・運営期間 施設引渡し後～令和 20年３月末（15年） 

18 6 第２・４・９）（２） 令和５年 1月の供用開始を前提に、事業スケジュールを以下

のとおり予定している。 

令和５年５月の供用開始を前提に、事業スケジュールを以下

のとおり予定している。 

19 6 第２・４・９）（２） 基本協定の締結   令和２年５月 

定期借地権設定契約の締結 基本協定の締結後、土地の使用を

基本協定の締結   令和２年８月 

定期借地権設定契約の締結 基本協定の締結後、土地の使用を
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

開始する日まで 

施設の供用開始   令和５年１月４日 

開始する日まで 

施設の供用開始   令和５年５月８日 

20 6 第２・４・９） （３）民間施設事業（PFI事業の附帯事業） （削除） 

21 6 第２・４・１０） （３）民間施設（PFI事業の附帯事業） （削除） 

22 7 第３・２ 令和元年 11月 28日 入札公告（入札説明書、事業契約書(案)、

要求水準書等の公表） 

令和元年 12月 13日 入札説明書等に関する質問の受付締切 

令和元年 12月 23日 入札説明書等に関する質問に対する回

答公表 

令和２年１月９日 参加表明書の受付（参加表明書、参加資

格確認申請書） 

令和２年１月 20日 参加資格審査結果の通知 

令和２年１月 30日～ 個別対話の実施 

２月５日 

令和２年３月 23日 提案書の受付・入札 

令和２年４月 落札者の決定及び公表 

令和２年５月 基本協定の締結 

令和２年５月 事業仮契約の締結 

令和２年７月 市議会における事業契約の締結に係る

議決 

令和２年３月●日 入札公告（入札説明書、事業契約書(案)、

要求水準書等の公表） 

令和２年４月 10日 入札説明書等に関する質問の受付締切 

令和２年４月 17日 入札説明書等に関する質問に対する回

答公表 

令和２年６月５日 参加表明書の受付（参加表明書、参加資

格確認申請書） 

令和２年６月９日 参加資格審査結果の通知 

令和２年６月 18日、 個別対話の実施 

６月 19日 

令和２年７月１日 提案書の受付・入札 

令和２年７月 落札者の決定及び公表 

令和２年８月 基本協定の締結 

令和２年８月 事業仮契約の締結 

令和２年 10月 市議会における事業契約の締結に係る

議決 

23 7 第３・３・１） 市は、特定事業の選定を踏まえ、本事業の入札公告をし、入

札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書

(案)、事業契約書(案)、駐車場事業用地定期借地権設定契約書

(案)及び民間施設事業用地定期借地権設定契約書(案)を市の

ホームページにて公表する。 

市は、特定事業の選定を踏まえ、本事業の入札公告をし、入

札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書

(案)、事業契約書(案)及び駐車場事業用地定期借地権設定契約

書(案)を市のホームページにて公表する。 

24 7 第３・３・２） 受付期間：令和元年 11月 28日（木）から令和元年 12月 13日 受付期間：令和２年３月●日（●）から令和２年４月 10日（金）
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

（金）正午まで 正午まで 

25 7 第３・３・３） 入札説明書等に関する質問に対する回答は、令和元年 12 月

23日（月）までに市のホームページにて公表する。 

入札説明書等に関する質問に対する回答は、令和２年４月 17

日（金）までに市のホームページにて公表する。 

26 8 第３・３・４） 受付期間：令和２年１月６日（月）から令和２年１月９日（木）

正午まで 

受付期間：令和２年６月１日（月）から令和２年６月５日（金）

正午まで 

27 8 第３・３・５） 市は、参加資格確認申請書をもとに入札参加資格の有無を確

認し、その結果を令和２年１月 20日（月）までに入札参加希望

者に通知する。なお、資格確認審査により、参加資格がないと

された者は、令和２年１月 27日（月）までにその理由について

書面で説明を求めることができる。 

市は、参加資格確認申請書をもとに入札参加資格の有無を確

認し、その結果を令和２年６月９日（火）までに入札参加希望

者に通知する。なお、資格確認審査により、参加資格がないと

された者は、令和２年６月 16日（火）までにその理由について

書面で説明を求めることができる。 

28 8 第３・３・６）（１） 開 催 日 令和２年１月 30日（木）から令和２年２月５日（水）

までの間 

開 催 日 令和２年６月 18日（木）、６月 19日（金） 

29 8 第３・３・６）（２） 申込期限：令和２年１月 23日（木）正午まで 申込期限：令和２年６月 15日（月）正午まで 

30 9 第３・３・７） 受付期間：令和２年３月 23日（月）午前 10時から正午まで 

 

なお、入札参加表明書を提出した後に入札を行わないことと

した場合は、入札辞退届（様式 5-1）を令和２年３月 19日（木）

正午までに、直接持参又は郵送により提出すること。なお、入

札を辞退した場合において、今後、市の行う業務において不利

益な取扱いはされない。 

受付期間：令和２年７月１日（水）午前 10時から正午まで 

 

なお、入札参加表明書を提出した後に入札を行わないことと

した場合は、入札辞退届（様式 5-1）を令和２年６月 26日（金）

正午までに、直接持参又は郵送により提出すること。なお、入

札を辞退した場合において、今後、市の行う業務において不利

益な取扱いはされない。 

31 12 第４・１・１） ① 入札参加者の構成における「構成員」とは、本事業への参

加者であり、PFI事業において SPCから直接業務を受託・請

け負う者、駐車場事業者及び民間施設事業者をいう。 

① 入札参加者の構成における「構成員」とは、本事業への参

加者であり、PFI事業において SPCから直接業務を受託・請

け負う者及び駐車場事業者をいう。 

32 12 第４・１・１） ② 入札参加者は、必ず、本事業のうち清水庁舎の設計に係る

業務等を担当する者（以下「設計企業」という。）、清水庁舎

の建設に係る業務等を担当する者（以下「建設企業」とい

② 入札参加者は、必ず、本事業のうち清水庁舎の設計に係る

業務等を担当する者（以下「設計企業」という。）、清水庁舎

の建設に係る業務等を担当する者（以下「建設企業」とい
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

う。）、清水庁舎の工事監理に係る業務等を担当する者（以下

「工事監理企業」という。）、清水庁舎の維持管理に係る業務

等を担当する者（以下「維持管理企業」という。）、清水庁舎

の運営に係る業務等を担当する者（以下「運営企業」とい

う。）、駐車場事業者及び民間施設事業者により構成されるも

のとする。設計企業、建設企業、工事監理企業、維持管理企

業、運営企業、駐車場事業者及び民間施設事業者は、それぞ

れ一企業とすることも複数の企業の共同とすることも可能

とする。 

う。）、清水庁舎の工事監理に係る業務等を担当する者（以下

「工事監理企業」という。）、清水庁舎の維持管理に係る業務

等を担当する者（以下「維持管理企業」という。）、清水庁舎

の運営に係る業務等を担当する者（以下「運営企業」という。）

及び駐車場事業者により構成されるものとする。設計企業、

建設企業、工事監理企業、維持管理企業、運営企業及び駐車

場事業者は、それぞれ一企業とすることも複数の企業の共同

とすることも可能とする。 

33 12 第４・１・１） ④ 入札参加者の構成員（駐車場事業者及び民間施設事業者を

除く）は次の定義により分類される。 

なお、駐車場事業者及び民間施設事業者が構成企業又は協

力企業となることを妨げない。 

④ 入札参加者の構成員（駐車場事業者を除く）は次の定義に

より分類される。 

なお、駐車場事業者が構成企業又は協力企業となることを

妨げない。 

34 12 第４・１・２）（１） ① 平成 30・令和元年度において、静岡市が発注する建設工事

の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札

参加者に必要な資格を定めた告示（平成 17 年静岡市告示第

43 号）に基づく資格の認定（以下「資格認定」という。）を

受けていること（参加資格確認申請書の提出期限までに競争

入札参加資格審査申請書を提出した者で、かつ、入札執行日

において、静岡市が発注する建設業関連業務の委託契約に係

る競争入札に参加する者に必要な資格について、資格者とし

て認定されている者を含む）。 

① 令和２・３年度において、静岡市が発注する建設工事の請

負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加

者に必要な資格を定めた告示（平成 17年静岡市告示第 43号）

に基づく資格の認定（以下「資格認定」という。）を受けてい

ること（参加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加

資格審査申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において、

静岡市が発注する建設業関連業務の委託契約に係る競争入

札に参加する者に必要な資格について、資格者として認定さ

れている者を含む）。 

35 13 第４・１・２）（１） ④ 平成 21 年 4 月 1 日以降に、次に掲げる施設の、新築の基

本設計及び実施設計業務（同一施設の実績に限る。以下同

じ。）を元請として受託し、かつ履行した実績を有しているこ

と。 

④ 平成 22 年 4 月 1 日以降に、次に掲げる施設の、新築の基

本設計及び実施設計業務（同一施設の実績に限る。以下同

じ。）を元請として受託し、かつ履行した実績を有しているこ

と。 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

36 13 第４・１・２）（２） ⑤ 平成 21 年 4 月 1 日以降に、次に掲げる施設の、新築工事

を施工した実績を単独又は共同企業体の構成員（いずれも元

請）として有していること。 

⑤ 平成 22 年 4 月 1 日以降に、次に掲げる施設の、新築工事

を施工した実績を単独又は共同企業体の構成員（いずれも元

請）として有していること。 

37 14 第４・１・２）（３） ① 平成 30・令和元年度において、資格認定を受けていること

（参加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格

審査申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において、静

岡市が発注する建設業関連業務の委託契約に係る競争入札

に参加する者に必要な資格について、資格者として認定され

ている者を含む）。 

① 令和２・３年度において、資格認定を受けていること（参

加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格審査

申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において、静岡市

が発注する建設業関連業務の委託契約に係る競争入札に参

加する者に必要な資格について、資格者として認定されてい

る者を含む）。 

38 14 第４・１・２）（３） ④ 平成 21 年 4 月 1 日以降に、次に掲げる施設の、新築の工

事監理業務を元請として受託し、かつ履行した実績を有して

いること。 

④ 平成 22 年 4 月 1 日以降に、次に掲げる施設の、新築の工

事監理業務を元請として受託し、かつ履行した実績を有して

いること。 

39 14 第４・１・２）（４） ① 平成 30・令和元年度において、静岡市が発注する委託契約

等に係る競争入札に参加する者に必要な資格（平成 15 年静

岡市告示第 46号）に基づく資格の認定を受けていること（参

加資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格審査

申請書を提出した者で、かつ、入札執行日において、静岡市

が発注する委託契約等に係る競争入札に参加する者に必要

な資格について、資格者として認定されている者を含む）。 

① 令和２・３年度において、静岡市が発注する委託契約等に

係る競争入札に参加する者に必要な資格（平成 15 年静岡市

告示第 46 号）に基づく資格の認定を受けていること（参加

資格確認申請書の提出期限までに競争入札参加資格審査申

請書を提出した者で、かつ、入札執行日において、静岡市が

発注する委託契約等に係る競争入札に参加する者に必要な

資格について、資格者として認定されている者を含む）。 

40 14 第４・１・２）（４） ③ 平成 21 年 4 月 1 日以降に、次に掲げる施設の維持管理業

務について 1年以上の実績を有していること。 

③ 平成 22 年 4 月 1 日以降に、次に掲げる施設の維持管理業

務について 1年以上の実績を有していること。 

41 15 第４・１・２） （６）駐車場事業者、民間施設事業者 

駐車場事業者及び民間施設事業者は、次に掲げる要件を

満たすものとする。なお、複数の者で実施する場合は、①

についてはすべての者が満たすこととし、少なくとも一者

以上は②の要件を満たすこと。 

（６）駐車場事業者 

駐車場事業者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

なお、複数の者で実施する場合は、①についてはすべての

者が満たすこととし、少なくとも一者以上は②の要件を満

たすこと。 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

① 担当する立体駐車場及び民間施設の業務の遂行におい

て、法令上必要とされる許可、認可等を受けていること。 

② 平成 21 年 4月 1 日から入札参加資格審査書類の提出日

現在までの間に、提案する立体駐車場及び民間施設と同種

の実績を有すること。 

① 担当する立体駐車場の業務の遂行において、法令上必要

とされる許可、認可等を受けていること。 

② 平成 22 年 4月 1 日から入札参加資格審査書類の提出日

現在までの間に、提案する立体駐車場と同種の実績を有す

ること。 

42 18 第６・１・１） ※２ 清水庁舎、立体駐車場及び民間施設は連絡通路により清

水庁舎の２階床高さで相互に接続するため、建築基準法

及び同関係法令においては、事業用地全体を用途上不可

分の一の敷地として扱う。 

※２ 清水庁舎及び立体駐車場は連絡通路により清水庁舎の

２階床高さで相互に接続するため、建築基準法及び同関

係法令においては、事業用地全体を用途上不可分の一の

敷地として扱う。 

43 19 第６・１・２）（１） 

 

（追加） 本事業の対象となる施設は、清水庁舎及び立体駐車場からな

る。なお、市は、将来本事業用地内に民間施設を誘致すること

を予定している。 

44 16 第６・１・２）（１） 

 

立体駐車場 駐車台数 

清水庁舎用として 230台（来庁者用 170台、公用車用 60台）、

近隣及び民間施設用として必要かつ適正な駐車台数を確保す

る 

立体駐車場 駐車台数 

清水庁舎用として 230台（来庁者用 170台、公用車用 60台）、

近隣用として必要かつ適正な駐車台数を確保する 

45 19 第６・１・２）（１） 

 

共通 

清水庁舎の２階床高さで各施設を接続し、相互に往来ができる

計画とする。清水庁舎の２階床高さは事業者の提案（基準ＧＬ

＋6.8ｍから＋7.6ｍの範囲内に限る）によるものとする。なお、

基準ＧＬは、敷地北東部の国土地理院基準点（30B59：標高

1.454）を±０ｍとする。 

事業用地内の開放通路は全て本事業の対象とし、清水庁舎と民

間施設の連絡通路及び清水庁舎と立体駐車場の連絡通路は、Ｐ

ＦＩ事業とする。 

また、立体駐車場と民間施設の連絡通路の整備は任意とし、事

共通 接続方法 

清水庁舎の２階床高さで各施設（民間施設を含む）を接続し、

相互に往来ができる計画とする。清水庁舎の２階床高さは事業

者の提案（基準ＧＬ＋6.8ｍから＋7.6ｍの範囲内に限る）によ

るものとする。なお、基準ＧＬは、敷地北東部の国土地理院基

準点（30B59：標高 1.454）を±０ｍとする。 

事業用地内の開放通路は全て本事業の対象とする。 



 

9 

No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

業者の提案により当該連絡通路を整備する場合は、駐車場事業

者又は民間施設事業者のいずれかが整備する。 

46 20 第６・１・２）（１） （追加） 共通 民間施設への対応 

地域の利便性向上や活性化のために将来民間施設を誘致する

ことができるよう、宿泊、飲食、物産等の用途の民間施設が立

地可能となる具体的な施設配置を想定し、適切な位置において

適切な規模の民間施設用地を空地として 1,000㎡以上確保する

こと。 

なお、空地として確保した民間施設用地内にあらゆる配置・形

状の建築物が立地する可能性があることを想定し、清水庁舎及

び立体駐車場に対して延焼のおそれのある部分（建築基準法第

２条第六号の延焼のおそれのある部分をいう。）が新たに生じ

た場合において改修することがないような外壁及び開口部の

仕様とすること。また、立体駐車場を認定駐車場（建築基準法

第 68 条の 10 第１項に基づく型式適合認定又は同法第 68 条の

26 第１項に基づく防耐火認定若しくは図書省略認定を受けた

駐車場をいう。）とする場合は、隣地境界線又は民間施設との距

離に応じて外周部に防火塀を設置するなどの改修をすること

がないような立体駐車場の仕様とすること。（ただし、将来民間

施設が立地した際に駐車場事業者が自らの費用負担により改

修することについて承諾した場合はこの限りではない。） 

将来民間施設を誘致した際に、清水庁舎と民間施設の連絡通路

（清水庁舎の２階床高さ）を整備することを予定している。こ

のため、当該連絡通路の位置を想定し、清水庁舎側の接続部分

を簡易な改修工事によって連絡通路の整備が可能な仕様とす

ること。また、立体駐車場と民間施設の連絡通路の整備につい
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

ても、考慮すること。 

47 21 第６・１・２）（３） 庁舎事業者は、令和４年 12 月 12 日に清水庁舎を市に引渡

し、所有権を移転すること。その際、事業契約書に示す目的物

引渡書に記入の上、市の所定の検査・確認を経て施設の引渡し

と所有権の移転が完了するものとする。 

庁舎事業者は、令和５年３月 31日に清水庁舎を市に引渡し、

所有権を移転すること。その際、事業契約書に示す目的物引渡

書に記入の上、市の所定の検査・確認を経て施設の引渡しと所

有権の移転が完了するものとする。 

48 21 第６・１・３）（１） 市は、清水庁舎の用に供するため、清水庁舎の設計・建設期

間中は、事業用地のうち清水庁舎の整備用地を庁舎事業者に無

償で貸与することを予定している。また、立体駐車場用地及び

民間施設用地を対象に定期借地権設定契約を締結するまでは、

事業用地全体を無償で貸与することを予定している。 

市は、清水庁舎の用に供するため、清水庁舎の設計・建設期

間中は、事業用地のうち清水庁舎の整備用地及び民間施設用地

を庁舎事業者に無償で貸与することを予定している。また、立

体駐車場用地を対象に定期借地権設定契約を締結するまでは、

事業用地全体を無償で貸与することを予定している。 

49 22 第６・１・３）（２）

エ 

駐車場事業者は、借地期間満了により契約が終了する場合、

施設のすべて（来庁者用・公用駐車場以外の駐車場部分を含

む。）を市に無償で譲渡し、事業用地を市に返還しなければなら

ない。なお、立体駐車場と民間施設を合築した場合で、民間施

設の借地期間満了日（下記４）（４）のただし書きによる定期借

地権設定契約を含む。）が立体駐車場の借地期間満了日を超え

る場合は、立体駐車場の駐車場部分を建物の区分所有等に関す

る法律（昭和 37年法律第 69号）第２条第３項に規定する専有

部分として、当該専有部分及び専有部分に係る共用部分の共有

持分を市に無償譲渡し、新たに事業用定期借地権設定契約を締

結する。 

駐車場事業者は、借地期間満了により契約が終了する場合、

施設のすべて（来庁者用・公用駐車場以外の駐車場部分を含

む。）を市に無償で譲渡し、事業用地を市に返還しなければなら

ない。 

50 22 第６・１・３） （３）民間施設に係る事業用地の使用 （削除） 

51 22 第６・２ 本事業の範囲である庁舎事業、立体駐車場事業、民間施設事

業については、要求水準書に従い、事業提案書を作成すること。 

本事業の範囲である庁舎事業、立体駐車場事業については、

要求水準書に従い、事業提案書を作成すること。 

52 22 第６・３・１）（２） 割賦払分は、令和４年度下半期分（令和４年 12月 13日～令

和５年３月 31 日）を初回として支払うものとする。以後年２

割賦払分は、令和５年度上半期分（令和５年４月１日～令和

５年９月 30日）を初回として支払うものとする。以後年２回、
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

回、令和 19年度下半期（令和 19年 10月１日～令和 20年３月

31日）までの 31回の支払いとする。 

基準金利は、令和２年１月６日の利率を用いて割賦払分を提

案することとするが、事業期間における実際の支払い額は、清

水庁舎の引渡予定日の２金融機関営業日前の基準金利を適用

し算定される額とする。 

令和 19 年度下半期（令和 19 年 10 月１日～令和 20 年３月 31

日）までの 30回の支払いとする。 

基準金利は、令和２年６月１日の利率を用いて割賦払分を提

案することとするが、事業期間における実際の支払い額は、清

水庁舎の引渡予定日の２金融機関営業日前の基準金利を適用

し算定される額とする。 

53 23 第６・３・１）（３） サービス購入料の支払い期間は 15 年４ヶ月とし、令和４年

度下期分（令和４年 12 月 13 日～令和５年３月 31 日）を初回

として支払うものとする。以後年２回、令和 19年度下期分（令

和 19年 10月１日～令和 20年３月 31日）までの 31回の平準

化した支払いとする。 

サービス購入料の支払い期間は 15 年とし、令和５年度上半

期分（令和５年４月１日～令和５年９月 30 日）を初回として

支払うものとする。以後年２回、令和 19 年度下期分（令和 19

年 10月１日～令和 20年３月 31日）までの 30回の平準化した

支払いとする。 

54 23 第６・３・２）（２） 市と事業者との責任分担は、事業契約書（案）、駐車場事業用

地定期借地権設定契約書(案)及び民間施設事業用地定期借地

権設定契約書(案)に示す。 

事業契約、各定期借地権設定契約に示されていない事項は、

双方の協議により定めるものとする。 

市と事業者との責任分担は、事業契約書（案）及び駐車場事

業用地定期借地権設定契約書(案)に示す。 

事業契約、定期借地権設定契約に示されていない事項は、双

方の協議により定めるものとする。 

55 25 第７・５・２） ① 市は、施設整備費の割賦払分を令和４年度から令和 19 年

度にわたり半期毎に支払う。 

① 市は、施設整備費の割賦払分を令和５年度から令和 19 年

度にわたり半期毎に支払う。 

56 26 第７・５・３） ④ 市は、庁舎事業者からの請求書を受理した日から 30 日以

内に３）維持管理費及び運営費を支払う。 

④ 市は、庁舎事業者からの請求書を受理した日から 30 日以

内に維持管理費及び運営費を支払う。 

57 27 第８・１・１） 市と落札者は、事業仮契約、駐車場事業用地定期借地権設定

契約及び民間施設事業用地定期借地権設定契約の締結に先立

って、本事業の円滑な遂行を果たすための基本的義務に関する

事項、落札者の各構成員の本事業における役割に関する事項及

び PFI 事業の遂行のみを目的とした特別目的会社（SPC＝庁舎

事業者）の設立に関する事項等を規定した基本協定を締結す

市と落札者は、事業仮契約及び駐車場事業用地定期借地権設

定契約の締結に先立って、本事業の円滑な遂行を果たすための

基本的義務に関する事項、落札者の各構成員の本事業における

役割に関する事項及び PFI事業の遂行のみを目的とした特別目

的会社（SPC＝庁舎事業者）の設立に関する事項等を規定した基

本協定を締結する。 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

る。 

58 27 第８・１・６） 基本協定、事業契約及び借地権設定契約の締結に係る事業者

側の弁護士費用、印紙代等は、事業者の負担とする。また、借

地権設定契約の締結に係る公正証書の作成費用は駐車場事業

者及び民間施設事業者の負担とする。 

基本協定、事業契約及び借地権設定契約の締結に係る事業者

側の弁護士費用、印紙代等は、事業者の負担とする。また、借

地権設定契約の締結に係る公正証書の作成費用は駐車場事業

者の負担とする。 

59 28 第８・２ 駐車場事業者及び民間施設事業者は、静岡市契約規則第 35条

の規定に基づき、借地権設定契約の締結時に契約保証金を納付

しなければならない。 

駐車場事業者は、静岡市契約規則第 35 条の規定に基づき、

借地権設定契約の締結時に契約保証金を納付しなければなら

ない。 
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要求水準書 

No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

60  目次 ＜要求水準書資料＞ 

（追記） 

＜要求水準書資料＞ 

資料２３ 土壌認定調査報告書 

資料２４ 土壌基準適合認定関係書類 

61 2 第１・２（３） また、本事業の実施においては、清水庁舎の建設に併せて、

JR清水駅直結という好立地を生かし、同一敷地内に民設民営の

立体駐車場と民間施設を一体で整備することにより、民間事業

者の創意工夫の発揮による「新清水庁舎建設基本計画」に定め

た基本理念「市民に開かれたコンパクトな庁舎～港町の歴史と

自然に向き合いながら清水のまちづくりを未来へリードする

～」及び３つの基本方針（①「清水区民の行政サービスの拠点」、

②「清水区の防災拠点」、③「清水区のまちづくりの拠点」）の

達成、「明日の清水のまちづくり（平成 29年２月発行 広報し

ずおか特集号参照）」を推進することを目的とする。 

また、本事業の実施においては、清水庁舎の建設に併せて、

JR清水駅直結という好立地を生かし、同一敷地内に民設民営の

立体駐車場を一体で整備することにより、民間事業者の創意工

夫の発揮による「新清水庁舎建設基本計画」に定めた基本理念

「市民に開かれたコンパクトな庁舎～港町の歴史と自然に向

き合いながら清水のまちづくりを未来へリードする～」及び３

つの基本方針（①「清水区民の行政サービスの拠点」、②「清水

区の防災拠点」、③「清水区のまちづくりの拠点」）の達成、「明

日の清水のまちづくり（平成 29 年２月発行 広報しずおか特

集号参照）」を推進することを目的とする。 

62 2 第１・２（５） 本事業の対象となる施設は、清水庁舎、立体駐車場及び民間

施設からなり、各施設の事業区分及び事業主体は次のとおりで

ある。 

本事業の対象となる施設は、清水庁舎及び立体駐車場からな

り、各施設の事業区分及び事業主体は次のとおりである。 

63 2 第１・２（５） 事業区分 民間施設 民間収益事業 PFI事業の附帯事業 

事業主体 駐車場事業者 下記４）（３）の業務を実施する者 

（削除） 

64 2 第１・２（５） また、PFI 事業の附帯事業として、駐車場事業者は、立体駐

車場の設計、建設、維持管理及び運営等を実施し、民間施設事

業者は、民間施設の設計、建設、維持管理及び運営等を実施す

る。なお、立体駐車場と民間施設を合築することを可とする。 

また、PFI 事業の附帯事業として、駐車場事業者は、立体駐車

場の設計、建設、維持管理及び運営等を実施する。 

65 3 第１・２（６）イ 清水庁舎用駐車場を整備した上で、別途近隣及び民間施設

（PFI 事業の附帯事業）等建築物の用地に応じた必要かつ適正

な駐車台数を確保する。 

清水庁舎用駐車場を整備した上で、別途近隣の建築物の用地

に応じた必要かつ適正な駐車台数を確保する。 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

66 3 第１・２（６） ウ 民間施設（PFI事業の附帯事業） （削除） 

67 3 第１・２（７） ウ 民間施設（PFI事業の附帯事業） （削除） 

68 4 第１・２（８） ウ 民間施設（PFI事業の附帯事業） （削除） 

69 8 第１・５（２） ※２ 清水庁舎、立体駐車場及び民間施設は連絡通路により清

水庁舎の２階床高さで相互に接続するため、建築基準法

及び同関係法令においては、事業用地全体を用途上不可

分の一の敷地として扱う。 

※２ 清水庁舎及び立体駐車場は連絡通路により清水庁舎の

２階床高さで相互に接続するため、建築基準法及び同関

係法令においては、事業用地全体を用途上不可分の一の

敷地として扱う。 

70 8 第１・５（３） 共通 

清水庁舎、立体駐車場、民間施設の各々が個別にインフラ設備

を引込むことを原則とし、引込みに要する費用は各事業者の負

担とする。 

共通 

清水庁舎、立体駐車場の各々が個別にインフラ設備を引込むこ

とを原則とし、引込みに要する費用は各事業者の負担とする。 

71 10 第１・６（５） 当該報告書における将来交差点解析は、現況の清水庁舎駐車

場の利用実態、各地区の人口比率、市民アンケート調査結果等

をもとに、庁舎の立地に伴う交通量の増加を予測し、交差点の

交通状況の変化を評価した一例である。このため、本将来交差

点解析については本事業の入札参加者による庁舎施設、立体駐

車場及び民間施設の事業計画の立案を制約するものではない。

また、静岡市は、本将来交通点解析の公表を理由として、入札

参加者が立案した事業計画及び入札参加者（事業者）による本

事業の実施について責任を負担するものではない。 

なお、本将来交通点解析は、庁舎の立地に伴う交通量の増加

を予測したものであり、民間施設の併設に伴う交通量の増加は

考慮していない。事業者の提案にあたっては、庁舎、立体駐車

場及び民間施設の立地を総合的に考慮したうえで施設配置、動

線計画等の事業計画を立案するものとする。 

当該報告書における将来交差点解析は、現況の清水庁舎駐車

場の利用実態、各地区の人口比率、市民アンケート調査結果等

をもとに、庁舎の立地に伴う交通量の増加を予測し、交差点の

交通状況の変化を評価した一例である。このため、本将来交差

点解析については本事業の入札参加者による庁舎施設及び立

体駐車場の事業計画の立案を制約するものではない。また、静

岡市は、本将来交通点解析の公表を理由として、入札参加者が

立案した事業計画及び入札参加者（事業者）による本事業の実

施について責任を負担するものではない。 

なお、本将来交通点解析は、庁舎の立地に伴う交通量の増加

を予測したものであり、民間施設（「７ 対象施設の概要」を参

照のこと。）の併設に伴う交通量の増加は考慮していない。事業

者の提案にあたっては、庁舎、立体駐車場及び民間施設の立地

を総合的に考慮したうえで施設配置、動線計画等の事業計画を

立案するものとする。 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

72 11 第１・７ （追加） 本事業の対象となる施設は、清水庁舎及び立体駐車場からな

る。なお、市は、将来本事業用地内に民間施設を誘致すること

を予定している。 

73 11 第１・７ 立体駐車場 駐車台数 

清水庁舎用として 230台（来庁者用 170台、公用車用 60台）、

近隣及び民間施設用として必要かつ適正な駐車台数を確保す

る 

立体駐車場 駐車台数 

清水庁舎用として 230台（来庁者用 170台、公用車用 60台）、

近隣用として必要かつ適正な駐車台数を確保する 

74 11 第１・７ 共通 接続方法 

清水庁舎の２階床高さで各施設を接続し、相互に往来ができる

計画とする。清水庁舎の２階床高さは事業者の提案（基準ＧＬ

＋6.8ｍから＋7.6ｍの範囲内に限る）によるものとする。なお、

基準ＧＬは、敷地北東部の国土地理院基準点（30B59：標高

1.454）を±０ｍとする。【資料４ 地質調査報告書】参照 

事業用地内の開放通路は全て本事業の対象とし、清水庁舎と民

間施設の連絡通路及び清水庁舎と立体駐車場の連絡通路は、Ｐ

ＦＩ事業とする。 

また、立体駐車場と民間施設の連絡通路の整備は任意とし、事

業者の提案により当該連絡通路を整備する場合は、駐車場事業

者又は民間施設事業者のいずれかが整備する。【資料７ 道路

上空通路及び事業用地内連絡通路】参照 

共通 接続方法 

清水庁舎の２階床高さで各施設（民間施設を含む）を接続し、

相互に往来ができる計画とする。清水庁舎の２階床高さは事業

者の提案（基準ＧＬ＋6.8ｍから＋7.6ｍの範囲内に限る）によ

るものとする。なお、基準ＧＬは、敷地北東部の国土地理院基

準点（30B59：標高 1.454）を±０ｍとする。【資料４ 地質調

査報告書】参照 

事業用地内の開放通路は全て本事業の対象とする。 

75 12 第１・７ （追加） 共通 民間施設への対応 

地域の利便性向上や活性化のために将来民間施設を誘致する

ことができるよう、宿泊、飲食、物産等の用途の民間施設が立

地可能となる具体的な施設配置を想定し、適切な位置において

適切な規模の民間施設用地を空地として 1,000㎡以上確保する

こと。 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

なお、空地として確保した民間施設用地内にあらゆる配置・形

状の建築物が立地する可能性があることを想定し、清水庁舎及

び立体駐車場に対して延焼のおそれのある部分（建築基準法第

２条第六号の延焼のおそれのある部分をいう。）が新たに生じ

た場合において改修することがないような外壁及び開口部の

仕様とすること。また、立体駐車場を認定駐車場（建築基準法

第 68 条の 10 第１項に基づく型式適合認定又は同法第 68 条の

26 第１項に基づく防耐火認定若しくは図書省略認定を受けた

駐車場をいう。）とする場合は、隣地境界線又は民間施設との距

離に応じて外周部に防火塀を設置するなどの改修をすること

がないような立体駐車場の仕様とすること。（ただし、将来民間

施設が立地した際に駐車場事業者が自らの費用負担により改

修することについて承諾した場合はこの限りではない。） 

将来民間施設を誘致した際に、清水庁舎と民間施設の連絡通路

（清水庁舎の２階床高さ）を整備することを予定している。こ

のため、当該連絡通路の位置を想定し、清水庁舎側の接続部分

を簡易な改修工事によって連絡通路の整備が可能な仕様とす

ること。また、立体駐車場と民間施設の連絡通路の整備につい

ても、考慮すること。 

76 12 第１・８（１） ア 事業契約の締結 

令和２年７月 

イ 事業期間 

令和２年７月から令和 20年３月までの 17年９ヶ月 

ウ 供用開始日 

令和５年１月４日 

エ 設計・建設期間 

ア 事業契約の締結 

令和２年 10月 

イ 事業期間 

令和２年 10月から令和 20年３月までの 17年６ヶ月 

ウ 供用開始日 

令和５年５月８日 

エ 設計・建設期間 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

令和２年７月から令和５年１月３日までの約２年６ヶ月

（30ヶ月） 

清水庁舎の供用開始（市による運用開始）までの期間であ

り、令和４年 10月 30日までに清水庁舎の建設工事（外構工

事を除く）を完成させるものとする。また、令和４年 12 月

12日に清水庁舎（外構部分を含む）を市に引き渡すものとす

る。 

オ 維持管理・運営期間 

令和４年 12 月 13 日から令和 20 年３月 31 日までの約 15

年４ヶ月 

清水庁舎の市への引渡し後から維持管理業務を、清水庁舎

の供用開始日から運営業務を実施する。 

令和２年 10 月から令和５年５月７日までの約２年７ヶ月

（31ヶ月） 

清水庁舎の供用開始（市による運用開始）までの期間であ

り、令和５年２月 28 日までに清水庁舎の建設工事（外構工

事を除く）を完成させるものとする。また、令和５年３月 31

日に清水庁舎（外構部分を含む）を市に引き渡すものとする。 

 

オ 維持管理・運営期間 

令和５年４月１日から令和 20年３月 31日までの 15年 

清水庁舎の市への引渡し後から維持管理業務を、清水庁舎

の供用開始日から運営業務を実施する。 

77 13 第１・９（１） 庁舎事業者、駐車場事業者及び民間施設事業者は、事業契約

の締結（令和２年７月）後、速やかに工事用仮囲いにより事業

用地と道路との境界を区画し、一般市民の立ち入りを防止する

措置を行うこと。 

庁舎事業者及び駐車場事業者は、事業契約の締結（令和２年

10月）後、速やかに工事用仮囲いにより事業用地と道路との境

界を区画し、一般市民の立ち入りを防止する措置を行うこと。 

78 17 第２・３（１）ケ

（ア） 

・清水庁舎、立体駐車場及び民間施設は連絡通路により清水庁

舎の２階床高さで相互に接続するため、事業用地全体を用途

上不可分の一の敷地として、建築基準法第６条第１項に基づ

く確認申請を行う。 

・清水庁舎及び立体駐車場は連絡通路により清水庁舎の２階床

高さで相互に接続するため、事業用地全体を用途上不可分の

一の敷地として、建築基準法第６条第１項に基づく確認申請

を行う。 

79 18 第２・３（１）ケ

（オ） 

・本事業は都市計画法第４条第 12項の「開発行為」に該当する

ため、同法第 29 条第１項に基づく開発許可申請を行う。ま

た、これに伴う関係機関との事前協議を行う。なお、当該許

可申請においては、清水庁舎、立体駐車場及び民間施設の敷

地全体を一の開発区域として扱う。 

・本事業は都市計画法第４条第 12項の「開発行為」に該当する

ため、同法第 29 条第１項に基づく開発許可申請を行う。ま

た、これに伴う関係機関との事前協議を行う。なお、当該許

可申請においては、事業用地全体（清水庁舎、立体駐車場及

び民間施設用地）を一の開発区域として扱う。 

80 19 第２・３（２）ア ・敷地の南側に清水庁舎を、北側に立体駐車場及び民間施設を ・敷地の南側に清水庁舎を、北側に立体駐車場及び民間施設用



 

18 

No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

（ア） 配置する。 

・立体駐車場と民間施設の東西の位置関係は、事業者の提案に

よるものとする。 

地（将来民間施設を誘致予定）を配置する。 

・立体駐車場と民間施設用地の東西の位置関係は、事業者の提

案によるものとする。 

81 20 第２・３（２）ア

（イ） 

・庁舎事業者、駐車場事業者及び民間施設事業者は、事業用地

全体の動線計画・駐車場計画について道路管理者、警察署等

の関係機関と協議を実施し、承諾を得ること。 

・庁舎事業者及び駐車場事業者は、事業用地全体の動線計画・

駐車場計画について道路管理者、警察署等の関係機関と協議

を実施し、承諾を得ること。 

82 23 第２・３（３）イ

（ア）③c. 

・清水庁舎の２階床高さは、第１・７「共通」による所定の範

囲内で事業者が設定するものとし、段差及び急勾配を生じさ

せることなく立体駐車場、民間施設及び市が新たに整備する

道路上空通路と有効に接続させる。なお、道路上空通路の床

高さは、事業者が設定する清水庁舎の２階床高さに合うもの

となるよう、市が別途調整する。 

・清水庁舎の２階床高さは、第１・７「共通」による所定の範

囲内で事業者が設定するものとし、段差及び急勾配を生じさ

せることなく立体駐車場及び市が新たに整備する道路上空

通路と有効に接続させる。なお、道路上空通路の床高さは、

事業者が設定する清水庁舎の２階床高さに合うものとなる

よう、市が別途調整する。 

83 34 第２・３（５）ア ・清水庁舎の設備と立体駐車場及び民間施設の設備を別系統と

する。 

・清水庁舎の設備と立体駐車場の設備を別系統とする。 

84 37 第２・３（５）イ

（エ） 

・生成した電気は、庁内にて商用電源に系統連系し使用する。

災害時や長時間停電時においては、防災用機器や電気自動車

用充電装置、エレベーター等で利用できるよう配慮するとと

もに、民間施設への融通利用を考える場合には、市と協議す

る。 

・生成した電気は、庁内にて商用電源に系統連系し使用する。

災害時や長時間停電時においては、防災用機器や電気自動車

用充電装置、エレベーター等で利用できるよう配慮する。 

85 38 第２・３（５）イ

（イ） 

・自動力率調整制御を行う。力率改善後の力率は、電力供給者

の測定する月間力率で 98％以上を確保する。 

・自動力率調整制御を行う。力率改善後の力率は、電力供給者

の測定する月間力率で 98％以上を目標とする。供用開始後

に、目標値と測定値との間に乖離がある場合は、力率改善へ

の対応策（コンデンサの設置等）を講じる。 

86 50 第２・３（５）ウ

（キ） 

・コージェネレーションシステムを採用する場合は、ガスによ

って生成されるエネルギー（電気、熱）を余すことなく有効

利用を図ること。熱需要の高い民間施設を誘致できる場合に

・コージェネレーションシステムを採用する場合は、ガスによ

って生成されるエネルギー（電気、熱）を余すことなく有効

利用を図ること。 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

は庁舎で発生した廃熱を売却し、その収益を庁舎に還元が可

能とするなど本事業の特性を生かしたエネルギーの有効利

用を図ることに努めるとともに、廃熱利用方法については庁

舎事業者の提案によるものとする。 

87 51 第２・３（５）ウ

（ケ） 

・地上と屋外テラスを連絡するエレベーターは、周辺の既存施

設、敷地内の立体駐車場、誘致する民間施設等のエレベータ

ーの配置及び休日時における１階ピロティ内や屋外テラス

上でのイベント利用等を考慮し、適切な位置に１台以上配置

する。なお、庁舎の利便性を損なわず、運用面及び管理面に

おいて支障がない場合に限り、庁舎建物内エレベーターを地

上と屋外テラスを連絡するエレベーターと兼用することが

できる。 

・地上と屋外テラスを連絡するエレベーターは、周辺の既存施

設、敷地内の立体駐車場等のエレベーターの配置及び休日時

における１階ピロティ内や屋外テラス上でのイベント利用

等を考慮し、適切な位置に１台以上配置する。なお、庁舎の

利便性を損なわず、運用面及び管理面において支障がない場

合に限り、庁舎建物内エレベーターを地上と屋外テラスを連

絡するエレベーターと兼用することができる。 

88 52 第２・３（６）ア

（ア） 

・立体駐車場（PFI 事業の附帯事業）において、下記の台数の

駐車スペースを整備する。なお、必要に応じて別途近隣及び

民間施設用の駐車スペースを、立体駐車場又は民間施設敷地

内において整備する。 

・立体駐車場（PFI 事業の附帯事業）において、下記の台数の

駐車スペースを整備する。なお、必要に応じて別途近隣用の

駐車スペースを、立体駐車場敷地内において整備する。 

89 54 第２・３（６）ア

（ア） 

・清水庁舎敷地内において、下記の台数以上の駐輪スペースを

整備する。なお、必要に応じて別途民間施設用の駐輪スペー

スを民間施設敷地内において整備する。 

・清水庁舎敷地内において、下記の台数以上の駐輪スペースを

整備する。 

90 55 第２・３（７）イ ・現状整備されている植栽を可能な限り存続することにより、

現在の緑地環境を継承し、みどりの保全に努める。なお、本

事業の着手に先立ち市が別途敷地外へ移植する植栽につい

ては【資料６ 既存施設】に示すが、特に希少種であるジャ

カランダについては、市と庁舎事業者による協議を実施し、

可能な限り敷地内に存続するよう努める。 

・現状整備されている植栽を可能な限り存続することにより、

現在の緑地環境を継承し、みどりの保全に努める。なお、本

事業の着手に先立ち市が別途敷地外へ移植する植栽につい

ては【資料６ 既存施設】に示す。 

91 56 第２・３（７）オ （追加） オ 民間施設用地 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

・民間施設を誘致するまでの間、民間施設用地を市民等の憩

いの場、イベント、近隣施設の駐車スペース等として暫定

利用するため、これらの利用に対応可能な空間、仕上げと

する。民間施設用地を暫定利用するための整備は庁舎事業

者が設計及び建設業務として実施することとするが、維持

管理については本事業とは別に市が実施する。 

・将来民間施設を誘致する際に過度に用地整備費を要するこ

ととならないよう、民間施設用地には工作物等を設けない

こととし、用地内に段差や高低差が生じないよう配慮する

こと。また、民間施設用地の仕上げについては、砕石敷、

アスファルト舗装、芝生張りなど、暫定利用方法を想定の

上で庁舎事業者が提案できるものとする。 

・民間施設用地を近隣施設の駐車スペース等として暫定利用

できるよう、西側道路又は北側道路から自動車・バス等の

出入り（乗り入れ）が可能な動線計画・仕様とする。 

92 57 第２・４（２） 清水庁舎は、令和４年 10月 30日までに建設工事（外構工事

を除く）を完成させるものとする。また、令和４年 12月 12日

に清水庁舎（外構部分を含む）を市に引き渡すものとし、引き

渡しの期日までを建設業務の業務期間とする。 

清水庁舎は、令和５年２月 28 日までに建設工事（外構工事

を除く）を完成させるものとする。また、令和５年３月 31日に

清水庁舎（外構部分を含む）を市に引き渡すものとする。 

93 57 第２・４（３）イ 

（ア） 

（ア）本事業用地はＪＲ東海道線（線路）に近接することから、

本事業の実施にあたっては、鉄道事業者である東海旅客鉄

道株式会社との近接施工に関する協議を要する。東海旅客

鉄道株式会社との協議は庁舎事業者が実施するものとし、

東海旅客鉄道株式会社が求める資格保有者（列車見張員・

工事管理者等）の配置及び、外部足場・楊重クレーン・基

礎・杭などの施工における線路への影響を考慮した措置等

（ア）本事業用地はＪＲ東海道線（線路）に近接することから、

本事業の実施にあたっては、鉄道事業者である東海旅客鉄

道株式会社との近接施工に関する協議を要する。東海旅客

鉄道株式会社との協議は庁舎事業者が実施するものとし、

東海旅客鉄道株式会社が求める資格保有者（列車見張員・

工事管理者等）の配置及び、外部足場・楊重クレーン・基

礎・杭などの施工における線路への影響を考慮した措置等
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

の各種対策については、庁舎事業者の責任及び費用負担の

もと検討・実施する。なお、庁舎事業者は、東海旅客鉄道

株式会社との協議を本事業契約時、設計着手前、建設工事

着手前などの各段階において適宜実施し、当該協議に起因

する事業の遅延を生じさせないものとする。 

の各種対策については、庁舎事業者の責任及び費用負担の

もと検討・実施する。なお、庁舎事業者は、東海旅客鉄道

株式会社との協議を本事業契約時、設計着手前、建設工事

着手前などの各段階において適宜実施し、当該協議に起因

する事業の遅延を生じさせないものとする。また、東海旅

客鉄道株式会社との協議は「都市部鉄道構造物の近接施工

対策マニュアル 平成 19 年１月 公益財団法人鉄道総合技

術研究所」に従い実施する。 

94 58 第２・４（３）イ

（イ） 

・ＧＬ±０ｍからＧＬ－５ｍの範囲の土壌（庁舎事業者、駐車

場事業者及び民間施設事業者が建設工事において掘削する

土壌）について、庁舎事業者は事業契約の締結（令和２年７

月）後、速やかに認定調査（土壌汚染対策法第 16条第１項に

基づく環境省令で定める方法による調査）を実施し、その結

果を市へ報告する。庁舎事業者が実施する認定調査の対象と

する区画、深度、特定有害物質の種別、採取・分析を行う土

壌試料については、【資料２１ 認定調査の実施方法】に示

す。なお、認定調査の結果、ＧＬ±０ｍからＧＬ－５ｍの範

囲の土壌のうち同法第六条第一項第一号の環境省令で定め

る基準に適合しないことが判明した土壌（汚染土壌）の処理

に関する責任は市が負うものとする。また、汚染土壌の処理

が必要となった場合における処理の方法は、市と庁舎事業者

の協議により決定する。 

・ＧＬ±０ｍからＧＬ－５ｍの範囲の土壌（庁舎事業者及び駐

車場事業者が建設工事において掘削する土壌並びに民間施

設用地全体）について、庁舎事業者は事業契約の締結（令和

２年 10月）後、速やかに認定調査（土壌汚染対策法第 16条

第１項に基づく環境省令で定める方法による調査）を実施

し、その結果を市へ報告する。庁舎事業者が実施する認定調

査の対象とする区画、深度、特定有害物質の種別、採取・分

析を行う土壌試料については、【資料２１ 認定調査の実施

方法】に示す。なお、認定調査の結果、ＧＬ±０ｍからＧＬ

－５ｍの範囲の土壌のうち同法第六条第一項第一号の環境

省令で定める基準に適合しないことが判明した土壌（汚染土

壌）の処理に関する責任は市が負うものとする。ただし、【資

料２３ 土壌認定調査報告書】のとおり、庁舎事業者とは別

途に市が実施した認定調査により既に汚染土壌であること

が判明している土壌を処理する場合に限り、庁舎事業者の責

任及び費用負担のもと同法第 17条及び第 18条に従い適正に

運搬及び処理を行うものとする。また、汚染土壌の処理が必

要となった場合における処理の方法は、市と庁舎事業者の協
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

議により決定する。 

95 58 第２・４（３）イ

（イ） 

（追記） ・庁舎事業者とは別途に市が実施した認定調査により既に汚染

土壌でないことが判明した土壌（健全土壌）については、【資

料２４ 土壌基準適合認定関係書類】のとおり、「汚染土壌の

区域外搬出の届出」を要さない土壌として土壌汚染対策法第

６条第１項第１号の環境省令で定める基準に適合する旨の

認定を受けている。庁舎事業者が実施する認定調査の結果、

健全土壌であることが判明した土壌については、「汚染土壌

の区域外搬出の届出」を要さない土壌として予め同認定を受

けるものとする。 

96 62 第３・１（２） 清水庁舎の市への引渡し時点（令和４年 12月 13日）から事

業期間終了（令和 20年３月 31日）までとする。 

清水庁舎の市への引渡し時点（令和５年４月１日）から事業

期間終了（令和 20年３月 31日）までとする。 

97 75 第４・１（３） 清水庁舎の供用開始時点（令和５年１月４日）から事業期間

終了（令和 20年３月 31日）までとする。 

清水庁舎の供用開始時点（令和５年５月８日）から事業期間

終了（令和 20年３月 31日）までとする。 

98 77 第５・１（２）ウ 立体駐車場用地は事業用地の北側とし、立体駐車場用地面積

は駐車場事業者の提案による。なお、立体駐車場と民間施設の

東西の位置関係は、事業者の提案によるものとする。 

立体駐車場用地は事業用地の北側とし、立体駐車場用地面積

は駐車場事業者の提案による。なお、立体駐車場と民間施設用

地（将来民間施設を誘致予定）の東西の位置関係は、事業者の

提案によるものとする。 

99 77 第５・１（２）カ 定期借地権設定契約の契約期間の満了等により契約が終了

する場合、施設のすべて（来庁者用・公用駐車場以外の駐車場

部分を含む。）を市に無償で譲渡し、立体駐車場用地を市に返還

しなければならない。なお、立体駐車場と民間施設を合築した

場合で、民間施設の借地期間満了日（下記２（２）カのただし

書きによる定期借地権設定契約を含む。）が立体駐車場の借地

期間満了日を超える場合は、立体駐車場の駐車場部分を建物の

区分所有等に関する法律（昭和 37年法律第 69号）第２条第３

定期借地権設定契約の契約期間の満了等により契約が終了

する場合、施設のすべて（来庁者用・公用駐車場以外の駐車場

部分を含む。）を市に無償で譲渡し、立体駐車場用地を市に返還

しなければならない。 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

項に規定する専有部分として、当該専有部分及び専有部分に係

る共用部分の共有持分を市に無償譲渡し、新たに事業用定期借

地権設定契約を締結する。 

100 79 第５・２ ２ 民間施設（ＰＦＩ事業の附帯事業） ２ 民間施設 

市が将来本事業用地内に誘致する民間施設の要求水準（予

定）を以下に示す。提案及び本事業の実施にあたってはこれ

らの要求水準（本項及び「３ 共通事項」）を考慮したものと

すること。なお、本章において、民間施設の設計・建設業務、

所有、維持管理・運営業務等を行う者を民間施設事業者とい

う。 

101 79 第５・２（２） イ 貸付期間 （以下、削除） 

102 80 第５・２ （４）定期借地権設定契約書（案） （削除） 

103 80 第５・３（１）ア 立体駐車場用地及び民間施設用地内の全ての建築物、外構構

造物その他の構造物については、駐車場事業者及び民間施設事

業者が整備及び維持管理を行う。ただし、庁舎事業者が整備及

び維持管理を行う清水庁舎と立体駐車場の連絡通路及び清水

庁舎と民間施設の連絡通路についてはこの限りではない。 

また、建築物、外構構造物その他の構造物の計画にあたって

は、庁舎との一体事業であることを踏まえ、事業用地全体の統

一性、利便性及び意匠性に配慮すること。 

立体駐車場用地又は民間施設用地内の全ての建築物、外構構

造物その他の構造物については、駐車場事業者又は民間施設事

業者が整備及び維持管理を行う。ただし、民間施設用地を暫定

利用するための整備は庁舎事業者が設計及び建設業務として

実施することとする。また、清水庁舎と立体駐車場の連絡通路

については庁舎事業者が整備及び維持管理を行う。 

また、建築物、外構構造物その他の構造物の計画にあたって

は、庁舎との一体事業又は同一事業用地内（区画内）の事業で

あることを踏まえ、事業用地全体の統一性、利便性及び意匠性

に配慮すること。 

104 81 第５・３（１）オ 第２・３ （１）ケに記載の手続きを参考に、法令等による

手続きは民間事業者の負担により実施する。なお、敷地全体で

一体の手続きとなるものについては、清水庁舎、立体駐車場及

び民間施設を含めた一体の申請・届出とする。 

第２・３ （１）ケに記載の手続きを参考に、法令等による

手続きは事業者の負担により実施する。なお、敷地全体で一体

の手続きとなるものについては、清水庁舎及び立体駐車場を含

めた一体の申請・届出とする。 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

105 81 第５・３（２） イ 公的機関（道路管理者、交通管理者、静岡県公安委員会、

静岡市消防局、静岡市上下水道局、電力・ガス・情報事業者、

学校等）、市と十分に協議、調整を行うとともに、安全管理を

徹底すること。また、周辺公共施設等に損傷を与えた場合は、

施設管理者等と協議のうえ、駐車場事業者及び民間施設事業

者の負担により復旧すること。 

ウ 近隣への騒音・振動・塵埃等の影響を最小限にとどめるよ

う低振動・低騒音工法の採用や散水などの対策を十分に講じ

ること。やむを得ず損害等が生じた場合は、駐車場事業者及

び民間施設事業者が誠意をもって解決にあたり、事業の円滑

な進捗に努めること。 

イ 公的機関（道路管理者、交通管理者、静岡県公安委員会、

静岡市消防局、静岡市上下水道局、電力・ガス・情報事業者、

学校等）、市と十分に協議、調整を行うとともに、安全管理を

徹底すること。また、周辺公共施設等に損傷を与えた場合は、

施設管理者等と協議のうえ、駐車場事業者又は民間施設事業

者の負担により復旧すること。 

ウ 近隣への騒音・振動・塵埃等の影響を最小限にとどめるよ

う低振動・低騒音工法の採用や散水などの対策を十分に講じ

ること。やむを得ず損害等が生じた場合は、駐車場事業者又

は民間施設事業者が誠意をもって解決にあたり、事業の円滑

な進捗に努めること。 

106 81 第５・３（３） 建築物及びその他工事に伴う騒音、振動、悪臭、粉塵発生、

交通渋滞、電波障害、日影、風害、その他近隣対策等について

は、近隣住民と良好な関係を保つよう、駐車場事業者及び民間

施設事業者の責任において対策を行うとともに、苦情等があっ

た場合には、早急かつ誠実に対処すること。 

建築物及びその他工事に伴う騒音、振動、悪臭、粉塵発生、

交通渋滞、電波障害、日影、風害、その他近隣対策等について

は、近隣住民と良好な関係を保つよう、駐車場事業者又は民間

施設事業者の責任において対策を行うとともに、苦情等があっ

た場合には、早急かつ誠実に対処すること。 

107 82 第５・３（４） 契約に要する費用は、駐車場事業者及び民間施設事業者の負

担とする。 

契約に要する費用は、駐車場事業者又は民間施設事業者の負

担とする。 

 

要求水準書資料 

No 資料番号 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

108 資料７－１  （資料を最新版に更新した） 

109 資料７－２  （資料を最新版に更新した） 

110 資料１１－３  （資料を最新版に更新した） 

111 資料２１  （資料を最新版に更新した） 

112 資料２２  （資料を最新版に更新した） 
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No 資料番号 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

113 資料２３  資料２３ 

（新規資料として追加した） 

114 資料２４  資料２４ 

（新規資料として追加した） 
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落札者決定基準 

No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

115 5 ５（２）ウ 提案価格の評価においては、次に示す算定式により、庁舎施

設に関する価格点及び立体駐車場に関する価格点、民間施設に

関する価格点をそれぞれ算定し、その合計点を提案価格評価点

とする。なお、算出された得点の小数点以下第４位を四捨五入

し、小数点以下第３位までの数値とする。 

提案価格の評価においては、次に示す算定式により、庁舎施

設に関する価格点及び立体駐車場に関する価格点をそれぞれ

算定し、その合計点を提案価格評価点とする。なお、算出され

た得点の小数点第５位以下を切り捨てた数値とする。 

116 5 ５（２）ウ 表３ 評価の対象となる価格 

評価内容      配点 

①庁舎施設に関する入札価格 ２６０ 

②立体駐車場に関する提案価格  ２０ 

③民間施設に関する提案価格  ２０ 

合計          ３００ 

表３ 評価の対象となる価格 

評価内容      配点 

①庁舎施設に関する入札価格 ２６０ 

②立体駐車場に関する提案価格  ２０ 

合計          ２８０ 

117 5 ５（２）ウ ③ 民間施設に関する価格点の算定方法 （削除） 

118 7 ５（２）エ 表５ 提案内容の評価項目 

１ 事業計画に関する事項            １５０ 

（追加） 

５ 民間施設計画に関する事項           ６０ 

合計点                     ７００ 

表５ 提案内容の評価項目 

１ 事業計画に関する事項            １７０ 

(5) 将来の民間施設誘致を見据えた適切な配置計画  ２０ 

（削除） 

合計点                     ６６０ 

119 9 ５（２）エ １ 事業計画に関する事項 

(4) 地域社会及び地域経済への配慮 

・民間施設、またはそのテナントなどに地元の企業が活用され

ているか。 

１ 事業計画に関する事項 

(4) 地域社会及び地域経済への配慮 

（削除） 

120 9 ５（２）エ １ 事業計画に関する事項 

（追記） 

１ 事業計画に関する事項 

(5) 将来の民間施設誘致を見据えた適切な配置計画 7-13 

20 

・地域の利便性向上や活性化のために将来民間施設を誘致する
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

ことができるよう、宿泊、飲食、物産等の用途の民間施設が

立地可能となる具体的な施設配置を想定し、適切な位置及び

規模の民間施設用地の空地確保に工夫があるか。 

・将来民間施設を誘致した際に、民間施設と清水庁舎や立体駐

車場を連絡通路で接続することができるよう、各種動線及び

連絡通路の位置の想定や、将来の連絡通路整備時の改修方法

等に工夫があるか。 

・民間施設用地は、暫定利用（市民等の憩いの場、イベント、

近隣施設の駐車スペース等）に対応可能な空間、仕上げとな

っているか。 

121 13 ５（２）エ ２ 施設整備計画に関する事項 

(3) 清水区のまちづくりの拠点 

誰もが訪れやすい庁舎 

・庁舎施設、立体駐車場、民間施設が無理なく、効率的に配置

され、事業用地を有効に活用できているか。 

２ 施設整備計画に関する事項 

(3) 清水区のまちづくりの拠点 

誰もが訪れやすい庁舎 

・庁舎施設、立体駐車場、民間施設用地が無理なく、効率的に

配置され、事業用地を有効に活用できているか。 

122 13 ５（２）エ ２ 施設整備計画に関する事項 

(3) 清水区のまちづくりの拠点 

地域の価値を高める開かれた庁舎 

（追記） 

２ 施設整備計画に関する事項 

(3) 清水区のまちづくりの拠点 

地域の価値を高める開かれた庁舎 

・民間施設用地は、暫定利用（市民等の憩いの場、イベント、

近隣施設の駐車スペース等）に対応可能な空間、仕上げとな

っているか。 

123  ５（２）エ ５ 民間施設計画に関する事項 60 （削除） 

124  ５（２）エ 合計点 700 合計点 660 

125  ５（２）オ （追記） オ 評価点数の換算 

カの総合評価点の算出にあたって、提案価格評価点数（配

点２８０点）を３００点満点における得点に、提案内容評価
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

点数（配点６６０点）を７００点満点における得点に換算す

る。なお、算出された得点の小数点第５位以下を切り捨てた

数値とする。 

表７ 評価点数の換算例 

126  ５（２）カ エ 最優秀提案の選定 カ 最優秀提案の選定 
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様式集 

No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

127 1 ２ 3-12 民間施設事業者の参加資格要件に関する書類 （削除） 

128 1 ２ 6-6 価格提案書（民間施設事業用地貸付料） （削除） 

129 3 ２ 7-12 ○地域社会及び地域経済への配慮 

・民間施設などにおける地元企業の活用策 

7-12 ○地域社会及び地域経済への配慮 

（削除） 

130 3 ２ （追加） 7-13 ○将来の民間施設誘致を見据えた適切な配置計画 

共通② A4 Word PD 2枚 

・民間施設の施設配置の想定、民間施設用地の位置及び規模 

・民間施設への各種動線の想定、民間施設と清水庁舎や立体駐

車場と接続するための連絡通路の位置の想定、連絡通路整備

時の改修方法等 

・民間施設用地の暫定利用（市民等の憩いの場、イベント、近

隣施設の駐車スペース等）に対応可能な空間、仕上げ 

131 5 ２ 7-25 ○清水区のまちづくりの拠点 全体配置・動線計画 

・庁舎施設、立体駐車場及び民間施設の配置、事業用地の活用 

・各交通手段及び事業用地内連絡通路から庁舎施設、立体駐車

場及び民間施設へのアプローチ計画、事業用地内の動線 

 

◇庁舎施設駐車場、立体駐車場、民間施設駐車場 

・各駐車場の動線・配置、渋滞緩和への配慮 

・立体駐車場の公用自動車・来庁者自動車の動線、公用自動車

の緊急時対応 

・管理運営方法（開庁時間、閉庁時間） 

◇庁舎施設駐輪場、民間施設駐輪場 

・各駐輪場の動線・配置 

・庁舎施設駐輪場の公用自転車・来庁者自転車の動線・配置 

7-26 ○清水区のまちづくりの拠点 全体配置・動線計画 

・庁舎施設、立体駐車場及び民間施設用地の配置、事業用地の

活用 

・各交通手段及び事業用地内連絡通路から庁舎施設、立体駐車

場及び民間施設用地へのアプローチ計画、事業用地内の動線 

◇庁舎施設駐車場、立体駐車場 

・各駐車場の動線・配置、渋滞緩和への配慮 

・立体駐車場の公用自動車・来庁者自動車の動線、公用自動車

の緊急時対応 

・管理運営方法（開庁時間、閉庁時間） 

◇庁舎施設駐輪場 

・各駐輪場の動線・配置 

・庁舎施設駐輪場の公用自転車・来庁者自転車の動線・配置 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

・管理運営方法（開庁時間、閉庁時間） ・管理運営方法（開庁時間、閉庁時間） 

132 7 ２ 8-7 ○外観パース６ 

・民間施設 アイレベル 

（削除） 

133 8 ２ 8-11 ○建築計画１ 

・棟別概要 

◇庁舎施設、立体駐車場、民間施設 

8-10 ○建築計画１ 

・棟別概要 

◇庁舎施設、立体駐車場 

134 8 ２ 8-13 ○建築計画３ 

・外装仕上 

◇庁舎施設、立体駐車場、民間施設 

8-12 ○建築計画３ 

・外装仕上 

◇庁舎施設、立体駐車場 

135 8 ２ 8-14 ○全体配置図（地上レベル、２階レベルの２種） 

・事業用地全体（庁舎施設、立体駐車場、民間施設及び事業用

地内連絡通路を含む配置図・外構図） 

8-13 ○全体配置図（地上レベル、２階レベルの２種） 

・事業用地全体（庁舎施設、立体駐車場、民間施設用地及び事

業用地内連絡通路を含む配置図・外構図） 

136 8 ２ 8-15 ○各階平面図 

◇庁舎施設、立体駐車場、民間施設 

8-14 ○各階平面図 

◇庁舎施設、立体駐車場 

137 8 ２ 8-16 ○立面図 

◇庁舎施設、立体駐車場、民間施設 

8-15 ○立面図 

◇庁舎施設、立体駐車場 

138 9 ２ 8-17 ○断面図 

◇庁舎施設、立体駐車場、民間施設 

8-16 ○断面図 

◇庁舎施設、立体駐車場 

139 9 ２ 8-18 ○ライフライン途絶時の設備系統フロー図 

◇庁舎施設（立体駐車場、民間施設は任意） 

8-17 ○ライフライン途絶時の設備系統フロー図 

◇庁舎施設（立体駐車場は任意） 

140 9 ２ 8-19 ○ライフライン多重化概要図 

◇庁舎施設（立体駐車場、民間施設は任意） 

8-18 ○ライフライン多重化概要図 

◇庁舎施設（立体駐車場は任意） 

141 9 ２ 8-20 ○ライフライン引込計画図（電力、通信、上下水、ガス） 

◇庁舎施設（立体駐車場、民間施設は任意） 

8-19 ○ライフライン引込計画図（電力、通信、上下水、ガス） 

◇庁舎施設（立体駐車場は任意） 

142 9 ２ 8-21 ○重要設備配置計画図（受変電設備、非常用発電機、燃

料タンク、給排水衛生設備、電力平準化設備等） 

8-20 ○重要設備配置計画図（受変電設備、非常用発電機、燃

料タンク、給排水衛生設備、電力平準化設備等） 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

◇庁舎施設（立体駐車場、民間施設は任意） ◇庁舎施設（立体駐車場は任意） 

143 9 ２ 8-22 ○環境配慮計画概要図 

◇庁舎施設（立体駐車場、民間施設は任意） 

8-21 ○環境配慮計画概要図 

◇庁舎施設（立体駐車場は任意） 

144 9 ２ 8-23 ○設備計画概要図 

◇庁舎施設（立体駐車場、民間施設は任意） 

8-22 ○設備計画概要図 

◇庁舎施設（立体駐車場は任意） 

145 11 ３（３） ＜様式 6-6＞価格提案書（民間施設事業用地貸付料） １部 （削除） 

146 11 ３（３） ＜様式 7-1＞～＜様式 8-23＞事業提案書 各 20部 

（正本１部、副本 19部） 

＜様式 7-1＞～＜様式 8-22＞事業提案書 各 20部 

（正本１部、副本 19部） 

各様式を入札説明書(案)、要求水準書(案)、落札者決定基準(案)の変更にあわせて適宜変更 
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基本協定書(案) 

No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

147 1 前文 静岡市清水庁舎整備等事業（以下「本事業」という。）に関し、

静岡市（以下「甲」という。）と、本事業の入札手続きの落札者

である、●●●を代表企業とする●●●グループ（以下「落札

者グループ」という。）における、庁舎事業を行う構成企業であ

る●●●、●●●、及び●●●（以下「乙」といい、これら乙

を構成する企業を個別に又は総称して「乙構成員」という。）、

駐車場事業者としての●●●（以下「丙」という。）並びに民間

施設事業者としての●●●（以下「丁」という。）との間で、次

のとおり、本事業に関する基本協定（以下「本件基本協定」と

いう。）を締結する。 

静岡市清水庁舎整備等事業（以下「本事業」という。）に関し、

静岡市（以下「甲」という。）と、本事業の入札手続きの落札者

である、●●●を代表企業とする●●●グループ（以下「落札

者グループ」という。）における、庁舎事業を行う構成企業であ

る●●●、●●●、及び●●●（以下「乙」といい、これら乙

を構成する企業を個別に又は総称して「乙構成員」という。）並

びに駐車場事業者としての●●●（以下「丙」という。）との間

で、次のとおり、本事業に関する基本協定（以下「本件基本協

定」という。）を締結する。 

148 1 第１条第８号～第

１０号 

（８）「民間事業者提案」とは、乙、丙及び丁が本事業の入札手

続において甲に提出した入札書類及び事業提案書に記載

された内容をいう。 

（９）「民間施設事業」とは、本件 PFI事業の附帯事業として要

求水準書「第５．２及び３」に規定する業務をいう。 

（１０）「民間施設事業用地定期定借地権設定契約」とは、甲と

丁との間で締結する民間施設事業の実施に関し甲と丁と

の間で締結する民間施設事業用地の貸付け並びにこれら

に付随し関連する事項を定めた契約をいう。 

（８）「民間事業者提案」とは、乙及び丙が本事業の入札手続に

おいて甲に提出した入札書類及び事業提案書に記載され

た内容をいう。 

（削除） 

149 1 第２条 第２条 本件基本協定は、落札者グループが落札者として決定

したことを確認するとともに、本件事業契約、駐車場事業用

地定期借地権設定契約、民間施設事業用地定期借地権設定契

約の締結及び本事業の実施に係る、甲、乙、丙及び丁の義務

に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 本件基本協定は、落札者グループが落札者として決定

したことを確認するとともに、本件事業契約、駐車場事業用

地定期借地権設定契約の締結及び本事業の実施に係る、甲、

乙及び丙の義務に関し必要な事項を定めるものとする。 

150 2 第３条第１項～第 （甲、乙、丙及び丁の義務） （甲、乙及び丙の義務） 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

５項 第３条 甲、乙、丙及び丁は、本件事業契約、駐車場事業用地

定期借地権設定契約及び民間施設事業用地定期借地権設定

契約の締結に向けて、誠実に対応しなければならない。 

２ 甲、乙、丙及び丁は、本件事業契約、駐車場事業用地定期

借地権設定契約及び民間施設事業用地定期借地権設定契約

の締結のための協議において、甲が設置した清水庁舎整備等

事業者選定委員会が示した本事業の事業者募集及び選定手

続、審査講評等の要望事項を尊重しなければならない。 

３ 乙、丙及び丁は、本事業に係る甲の要望事項を尊重しなけ

ればならない。 

４ 乙、丙及び丁は、本件施設の設計及び建設工事期間中、甲

並びに乙、丙及び丁との間で、本件施設の建設工程、その他

の計画間での調整を十分に行い、効率的・効果的な業務の実

施及び施設計画等での一体性の確保に努めなければならな

い。 

５ 乙、丙及び丁は、それぞれの間で日常的な意見交換、各種

調整などを適切に行うことにより、維持管理・運営上の連携・

協働に努めなければならない。 

第３条 甲、乙及び丙は、本件事業契約及び駐車場事業用地定

期借地権設定契約の締結に向けて、誠実に対応しなければな

らない。 

２ 甲、乙及び丙は、本件事業契約及び駐車場事業用地定期借

地権設定契約の締結のための協議において、甲が設置した清

水庁舎整備等事業者選定委員会が示した本事業の事業者募

集及び選定手続、審査講評等の要望事項を尊重しなければな

らない。 

３ 乙及び丙は、本事業に係る甲の要望事項を尊重しなければ

ならない。 

４ 乙及び丙は、本件施設の設計及び建設工事期間中、甲並び

に乙及び丙との間で、本件施設の建設工程、その他の計画間

での調整を十分に行い、効率的・効果的な業務の実施及び施

設計画等での一体性の確保に努めなければならない。 

５ 乙及び丙は、それぞれの間で日常的な意見交換、各種調整

などを適切に行うことにより、維持管理・運営上の連携・協

働に努めなければならない。 

151 4 第６条第８項、第

９項 

８ 乙は、丁をして、甲との間で、本件事業契約が効力を生じ

た後速やかに民間施設事業用地定期借地権設定契約の仮契

約を、丙が民間施設事業用地の使用を開始するまでに民間施

設事業用地定期借地権設定契約の本契約を締結させるもの

とする。 

９ 乙は、乙又は丁の責めに帰すべき事由により、甲と丁との

間で前項の契約が本契約締結に至らない場合又は前項の契

約が本件事業契約の契約期間中に終了した場合、民間施設事

（削除） 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

業用地定期借地権設定契約の他、要求水準書、民間事業者提

案及び入札説明書等に規定する諸条件を承諾し、甲が承諾す

る代替事業者を選定して、甲との間で前項の契約を締結させ

なければならない。かかる継承の期限は、前項の契約締結に

至らない場合にあっては、本件事業契約から 12 ヶ月とし、

前項の契約が本件事業契約の契約期間中に終了した場合に

あっては、甲が合理的裁量により決定した中途終了の日から

12ヶ月とする。 

152 4 第７条第１項 第７条 甲及び乙は、本件事業契約に係る仮契約を、本件基本

協定の締結日から令和●年●月●日までに甲と事業予定者

の間で締結させるものとする。ただし、甲は、乙構成員、丙

又は丁（以下「乙構成員等」という。）のいずれかの者におい

て、本事業の入札手続について、次の各号のいずれかの事由

が生じたときは、事業予定者との間で本件事業契約を締結し

ないことができる。 

第７条 甲及び乙は、本件事業契約に係る仮契約を、本件基本

協定の締結日から令和●年●月●日までに甲と事業予定者

の間で締結させるものとする。ただし、甲は、乙構成員又は

丙（以下「乙構成員等」という。）のいずれかの者において、

本事業の入札手続について、次の各号のいずれかの事由が生

じたときは、事業予定者との間で本件事業契約を締結しない

ことができる。 

153 5 第７条第２項 ２ 甲並びに乙、丙及び丁は、甲と事業予定者との間で本件事

業契約が締結された後も、本事業の遂行のために協力するも

のとする。 

２ 甲並びに乙及び丙は、甲と事業予定者との間で本件事業契

約が締結された後も、本事業の遂行のために協力するものと

する。 

154 7 第１１条～第１３

条 

 （削除） 

155 7 第１１条 第１４条 乙、丙及び丁は、本件事業契約の締結前であっても、

自己の費用と責任において、本事業に関し必要な準備行為を

行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙、

丙及び丁に対し協力するものとする。 

第１１条 乙及び丙は、本件事業契約の締結前であっても、自

己の費用と責任において、本事業に関し必要な準備行為を行

うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙及

び丙に対し協力するものとする。 

156 8 第１２条 第１５条 事由のいかんを問わず、甲と乙、丙、又は丁との間

で本件事業契約、駐車場事業用地定期借地権設定契約又は民

第１２条 事由のいかんを問わず、甲と乙、又は丙との間で本

件事業契約又は駐車場事業用地定期借地権設定契約の締結
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

間施設事業定期借地権設定契約の締結に至らなかった場合

における甲、乙、丙及び丁並びに事業予定者が本事業の準備

に関して支出した費用は、各自の負担とし、第８条第４項及

び第１１条第４項に規定する金額の請求を除き、甲、乙、丙

及び丁並びに事業予定者は、相互に債権債務関係の生じない

ことを確認する。 

に至らなかった場合における甲、乙及び丙並びに事業予定者

が本事業の準備に関して支出した費用は、各自の負担とし、

第８条第４項に規定する金額の請求を除き、甲、乙及び丙並

びに事業予定者は、相互に債権債務関係の生じないことを確

認する。 

157 8 第１４条 第１７条 甲、乙、丙及び丁は、本件基本協定に関する事項に

つき知り得た情報について、相手方の事前の書面による承諾

を得ることなく第三者に開示しないこと及び本件基本協定

の履行の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、

裁判所により開示が命じられた場合、乙、丙、又は丁が本事

業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとし

て開示する場合、甲が議会に開示する場合、甲、乙、丙及び

丁がそれぞれの弁護士等のアドバイザーに守秘義務を課し

た上で開示する場合、甲が静岡市情報公開条例（平成 15 年

条例第４号）に基づき開示する場合、その他甲、乙、丙又は

丁が法令（静岡市の条例、規則等を含む。）に基づき開示する

場合は、この限りではない。 

第１４条 甲、乙及び丙は、本件基本協定に関する事項につき

知り得た情報について、相手方の事前の書面による承諾を得

ることなく第三者に開示しないこと及び本件基本協定の履

行の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、裁判

所により開示が命じられた場合、乙又は丙が本事業に関する

資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する

場合、甲が議会に開示する場合、甲、乙及び丙がそれぞれの

弁護士等のアドバイザーに守秘義務を課した上で開示する

場合、甲が静岡市情報公開条例（平成 15年条例第４号）に基

づき開示する場合、その他甲、乙又は丙が法令（静岡市の条

例、規則等を含む。）に基づき開示する場合は、この限りでは

ない。 

158 8 第１５条 第１８条 本件基本協定の規定は、本件基本協定の甲、乙、丙

及び丁の全構成員の書面による合意によらなければ変更す

ることができない。 

第１５条 本件基本協定の規定は、本件基本協定の甲、乙及び

丙の全構成員の書面による合意によらなければ変更するこ

とができない。 

159 9 第１６条第２項 ２ 第８条第４項、第１１条第４項、第１５条、第１７条及び

第２０条の規定は、前項の有効期間満了後もその効力を存続

させるものとする。 

２ 第８条第４項、第１２条、第１４条及び第１７条の規定は、

前項の有効期間満了後もその効力を存続させるものとする。 

160 9 第１８条 第２１条 本件基本協定に定めのない事項については、必要に

応じて甲と、乙、丙及び丁が協議して定める。 

第１８条 本件基本協定に定めのない事項については、必要に

応じて甲と、乙及び丙が協議して定める。 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

161 10 契約当事者 本件基本協定の締結を証するため、この基本協定書を●通作

成し、甲、乙、丙及び丁がそれぞれ記名押印の上、各自その１

通を保有する。 

本件基本協定の締結を証するため、この基本協定書を●通作

成し、甲、乙及び丙がそれぞれ記名押印の上、各自その１通を

保有する。 
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事業契約書(案) 

No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

162 2 第４条第 15号 （１５）「供用開始日」とは、令和５年１月４日をいう。 （１５）「供用開始日」とは、令和５年５月８日をいう。 

163 3 第４条第 33号 （３３） 「自動販売機等」とは、「本件施設」のうち、甲が乙に

有償にて使用させ又は貸し付け、乙自らが整備及び設置し

た自動販売機及び各種照明用無人写真撮影機をいう。な

お、「本件施設」の甲への引渡前においては、引渡後に「自

動販売機等」とされることが想定される部分をいう。 

（３３） 「自動販売機等」とは、「本件施設」のうち、甲が乙に

有償にて使用させ又は貸し付け、乙自らが整備及び設置し

た自動販売機及び各種証明用無人写真撮影機をいう。な

お、「本件施設」の甲への引渡前においては、引渡後に「自

動販売機等」とされることが想定される部分をいう。 

164 4 第４条第 42号 （４２）「入札説明書」とは、甲が「本件 PFI事業」の入札にお

いて令和元年 11月 28日付で公表した入札説明書及び「入

札説明書等」に関する質問に対する回答のうち入札説明書

に関するものをいう。 

（４２）「入札説明書」とは、甲が「本件 PFI事業」の入札にお

いて令和２年３月 日付で公表した入札説明書及び「入札

説明書等」に関する質問に対する回答のうち入札説明書に

関するものをいう。 

165 4 第４条第 44号 （４４）「引渡予定日」とは、「本件施設」を乙から甲へ引き渡

す予定の日であり、令和４年 12月 12日又は本件事業契約

に基づいて変更された場合には変更された日をいう。 

（４４）「引渡予定日」とは、「本件施設」を乙から甲へ引き渡

す予定の日であり、令和５年３月 31 日又は本件事業契約

に基づいて変更された場合には変更された日をいう。 

166 4 第４条第 49号 （４９）「本件 PFI事業用地」とは、第 12条に規定され、別紙

１に定める「本件 PFI事業」の実施場所となる土地をいう。

ただし、甲と「民間事業者」が令和２年●月●日付で締結

した清水庁舎整備等事業基本協定書（以下「基本協定」と

いう。）第８条に規定する駐車場事業用地定期借地権設定

契約（本契約）の締結後は別紙１に定める駐車場事業用地

を除き、基本協定第 10 条に規定する民間施設事業用地定

期借地権設定契約（本契約）の締結後は別紙１に定める民

間施設事業用地を除く。 

（４９） 「本件 PFI事業用地」とは、第 12条に規定され、別

紙１に定める「本件 PFI事業」の実施場所となる土地をい

う。ただし、甲と「民間事業者」が令和２年●月●日付で

締結した清水庁舎整備等事業基本協定書（以下「基本協定」

という。）第８条に規定する駐車場事業用地定期借地権設

定契約（本契約）の締結後は別紙１に定める駐車場事業用

地を除き、「設計・建設工事期間」後は別紙１に定める民間

施設用地を除く。 

167 5 第４条第 53号 （５３）「要求水準書」とは、甲が「本件 PFI事業」の入札にお

いて令和元年 11月 28日付で公表した要求水準書及び「入

札説明書等」に関する質問に対する回答のうち要求水準書

（５３）「要求水準書」とは、甲が「本件 PFI事業」の入札にお

いて令和２年３月 日付で公表した要求水準書及び「入札

説明書等」に関する質問に対する回答のうち要求水準書に



 

38 

No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

に関するものをいう。 関するものをいう。 

168 5 第４条第 54号 （５４）「落札者決定基準」とは、甲が「本件 PFI事業」の入札

において令和元年 11月 28日付で公表した落札者決定基準

及び「入札説明書等」に関する質問に対する回答のうち落

札者決定基準に関するものをいう。 

（５４）「落札者決定基準」とは、甲が「本件 PFI事業」の入札

において令和２年３月 日付で公表した落札者決定基準

及び「入札説明書等」に関する質問に対する回答のうち落

札者決定基準に関するものをいう。 

169 18 第 38条第２項 ２ 「本件施設」の「供用開始日」は、令和５年１月４日とし、

乙は、「供用開始日」から「運営業務」を開始するものとする。 

２ 「本件施設」の「供用開始日」は、令和５年５月８日とし、

乙は、「供用開始日」から「運営業務」を開始するものとする。 

170 24 第 54条第２項 ２ 「サービス購入料Ｂ」については、別紙９に定めるところ

に従い、乙は、令和５年３月末日を初回とし、各「事業年度」

の９月及び３月の各末日に請求書を甲に送付するものとし、

甲は請求書受領後 30日以内に支払わなければならない。 

２ 「サービス購入料Ｂ」については、別紙９に定めるところ

に従い、乙は、令和５年９月末日を初回とし、各「事業年度」

の９月及び３月の各末日に請求書を甲に送付するものとし、

甲は請求書受領後 30日以内に支払わなければならない。 

171 33 第 80条第４項 ４ 「事業期間」終了（第 71条及び第 74条に基づく解除の場

合を含む。）後の「自動販売機等」の取扱いについては、乙が

継続使用を希望し、甲が必要があると認めるときは、乙は継

続して使用することができる。乙が継続使用を希望しない場

合は、乙の負担で「自動販売機等」のうち甲との共用部分を

除いた部分を解体・撤去するものとする。解体・撤去する場

合は、解体・撤去跡について「本件施設」の運営に影響の無

いように整備しなければならない。 

４ 「事業期間」終了（第 71条及び第 74条に基づく解除の場

合を含む。）後の「自動販売機等」の取扱いについては、乙が

継続使用を希望し、甲が必要があると認めるときは、乙は継

続して使用することができる。乙が継続使用を希望しない場

合は、乙の負担で「自動販売機等」のうち甲との共用部分を

除いた部分を解体・撤去するものとする。解体・撤去する場

合は、配管等の付属物を撤去し、アンカーボルトの除去跡等

を原状回復するなど「本件施設」の運営に影響の無いように

整備しなければならない。 

172 38 別紙１ ただし、基本協定第８条に規定する駐車場事業用地定期借地

権設定契約（本契約）の締結後は駐車場事業用地に該当する部

分（以下に図示する。）は除外され、基本協定第 10条に規定す

る民間施設事業用地定期借地権設定契約（本契約）の締結後は

民間施設事業用地に該当する部分（以下に図示する。）は除外さ

れる。 

ただし、基本協定第８条に規定する駐車場事業用地定期借地

権設定契約（本契約）の締結後は駐車場事業用地に該当する部

分（以下に図示する。）は除外され、「設計・建設工事期間」後

は民間施設用地に該当する部分（以下に図示する。）は除外され

る。 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

173 41 別紙４ 「引渡予定日」          令和４年 12月 12日 

「維持管理・運営期間」開始日   令和４年 12月 13日 

「供用開始日」          令和５年１月４日 

「引渡予定日」          令和５年３月 31日 

「維持管理・運営期間」開始日   令和５年４月１日 

「供用開始日」          令和５年５月８日 

174 44 別紙５ 

２（４） 

オ 非常電源設備図 

カ 幹線系統図・平面図 

キ 電灯コンセント設備系統図 

ク 電灯コンセント設備平面図 

ケ 照明器具姿図 

コ 動力設備系統図 

サ 動力設備平面図 

シ 弱電設備系統図（非常放送、音声誘導装置、電気時計、イ

ンターホン等） 

ス 弱電設備平面図 

セ 電話・LAN設備系統図・平面図 

ソ テレビ受信系統図・平面図 

タ 火災報知設備等系統図 

チ 火災報知設備等平面図 

ツ 避雷設備図 

テ 屋外設備図 

ト 連絡設備図（CCTV、催事表示システム等含む） 

オ 発電設備図 

カ 電力貯蔵設備 

キ 電力平準化設備 

ク 幹線系統図・平面図 

ケ 照明器具姿図 

コ 電灯分電盤結線図 

サ 電灯コンセント設備平面図 

シ 動力分電盤結線図 

ス 動力設備平面図 

セ 弱電設備系統図（非常放送、音声誘導装置、電気時計、監

視カメラ等） 

ソ 弱電機器姿図 

タ 弱電設備平面図 

チ 映像音響設備機器姿図・平面図 

ツ 電話・LAN設備系統図・平面図 

テ テレビ共同受信系統図・平面図 

ト 防犯・入退室管理設備系統図・平面図 

ナ 火災報知設備等系統図 

ニ 火災報知設備等平面図 

ヌ 雷保護設備図 

ネ 構内配電線路図 

ノ 構内通信線路図 

175 63 別紙９ 「サービス購入料Ｂ」は、令和４年度から令和 19 年度まで 「サービス購入料Ｂ」は、令和５年度から令和 19 年度まで
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

４（２）ア の 15年４ヶ月にわたり、年２回、全 31回に分割して支払う。

なお、元利均等返済により各年度において定額を支払うことか

ら、１回の支払額（割賦元金（割賦元金に係る消費税及び地方

消費税を除く。）と割賦手数料の合計額）は、「事業期間」全体

にわたる支払総額の 1/31とする。 

の 15年にわたり、年２回、全 30回に分割して支払う。なお、

元利均等返済により各年度において定額を支払うことから、１

回の支払額（割賦元金（割賦元金に係る消費税及び地方消費税

を除く。）と割賦手数料の合計額）は、「事業期間」全体にわた

る支払総額の 1/30とする。 

176 63 別紙９ 

４（２）イ（イ） 

（イ）割賦手数料は、割賦支払分と同様に、「事業期間」にわた

り、年２回、全 31回の支払とする。 

（イ）割賦手数料は、割賦支払分と同様に、「事業期間」にわた

り、年２回、全 30回の支払とする。 

177 63 別紙９ 

４（２）イ（エ） 

（エ）割賦金利は、基準金利（令和２年１月６日の東京時間午

前 10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート（T.S.R）

としてTELERATEスクリーンに表示されている６か月 LIBOR

ベース 15年物（円／円）金利スワップレート「●％」）に、

乙により提案されたスプレッド「●％」を加えた利率

「●％」（年 365日の日割計算）を使用する。※ただし、基

準金利がマイナス値の場合は、基準金利を「０％」とする。 

（エ）割賦金利は、基準金利（令和２年６月１日の東京時間午

前 10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート（T.S.R）

としてTELERATEスクリーンに表示されている６か月 LIBOR

ベース 15年物（円／円）金利スワップレート「●％」）に、

乙により提案されたスプレッド「●％」を加えた利率

「●％」（年 365日の日割計算）を使用する。※ただし、基

準金利がマイナス値の場合は、基準金利を「０％」とする。 

178 64 別紙９ 

４（３） 

「サービス購入料Ｃ」及び「サービス購入料Ｄ」は「サービ

ス購入料Ｂ」（割賦支払分及び割賦手数料）と同様に、令和４年

度から令和 19年度までの 15年４ヶ月にわたり、年２回、全 31

回に分割して支払うものとし、各回における支払額は、下記「５ 

支払スケジュール」に示すとおりとする。なお、「本件施設」の

引渡日の翌日から令和５年３月 31 日までの支払額は「維持管

理業務」及び「運営業務」の実施月数に応じた額とし、令和５

年度から令和 19 年度までの１回の支払額については当該期間

（15年）にわたる支払総額の 1/30とする。 

「サービス購入料Ｃ」及び「サービス購入料Ｄ」は「サービ

ス購入料Ｂ」（割賦支払分及び割賦手数料）と同様に、令和５年

度から令和 19 年度までの 15 年にわたり、年２回、全 30 回に

分割して支払うものとし、各回における支払額は、下記「５ 支

払スケジュール」に示すとおりとする。なお、「本件施設」の引

渡日の翌日から令和５年９月 30 日までの支払額は「維持管理

業務」及び「運営業務」の実施月数に応じた額とし、令和５年

度下半期から令和 19 年度までの１回の支払額については当該

期間（15年）にわたる支払総額の 1/29とする。 
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駐車場事業用地定期借地権設定契約書(案) 

No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

179 1 第１条第９号、第

10号 

（９）「民間施設」とは、入札説明書等に定める意味を有する。 

（10）「民間施設事業」とは、PFI事業の附帯事業として要求水

準書「第５．２及び３」に規定する業務をいう。 

（削除） 

180 4 第６条第２項、第

３項 

２ 乙は、立体駐車場の設計及び建設工事期間中、甲、PFI 事

業者及び民間施設事業者との間で、立体駐車場、庁舎施設及

び民間施設の建設工程その他の計画間での調整を十分に行

い、効率的・効果的な業務の実施及び施設計画等での一体性

の確保に努めるものとする。 

３ 乙は、駐車場事業の運営において、PFI 事業者及び民間施

設事業者との日常的な意見交換、各種調整などを適切に行う

ことにより、維持管理・運営上の連携・協働に努めるものと

する。 

２ 乙は、立体駐車場の設計及び建設工事期間中、甲及び PFI

事業者との間で、立体駐車場及び庁舎施設の建設工程その他

の計画間での調整を十分に行い、効率的・効果的な業務の実

施及び施設計画等での一体性の確保に努めるものとする。 

３ 乙は、駐車場事業の運営において、PFI 事業者との日常的

な意見交換、各種調整などを適切に行うことにより、維持管

理・運営上の連携・協働に努めるものとする。 

181 15 別紙４ 

１（１） 

甲は、庁舎施設の供用開始日から本借地権設定契約の終了日

までの期間にわたり、駐車場借上料を各年度、半期ごとに２回、

合計●回支払うものとし、各回の甲の支払額は均等とする（1円

未満の部分は毎年度の下半期の支払いで調整する。）。ただし、

令和４年度の支払額は他の年度の 12 分の３とし、令和●年度

の支払額は他の年度の支払額の 12分の●とする。 

本借地権設定契約が途中で解除され、又は、立体駐車場の供

用開始日が遅延するなどして支払対象期間が６カ月（第１回の

支払においては１カ月）に満たない場合は、対象期間の日割り

計算とする（１円未満の部分は切り捨てる）。 

甲は、庁舎施設の供用開始日から本借地権設定契約の終了日

までの期間にわたり、駐車場借上料を各年度、半期ごとに２回、

合計●回支払うものとし、各回の甲の支払額は均等とする（1円

未満の部分は毎年度の下半期の支払いで調整する。）。ただし、

令和５年度の支払額は他の年度の 12分の 11とし、令和●年度

の支払額は他の年度の支払額の 12分の●とする。 

本借地権設定契約が途中で解除され、又は、立体駐車場の供

用開始日が遅延するなどして支払対象期間が６カ月（第１回の

支払においては５カ月）に満たない場合は、対象期間の日割り

計算とする（１円未満の部分は切り捨てる）。 

182 15 別紙４ 

１（２） 

令和４年度 下期 （削除） 
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入札心得 

No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

183 1 ３ ３ 入札参加者は、入札書等（様式 6-3～6-6をいう。）を作成

し、表に下記の表示をした封筒に入れ、指示された場所に提

出してください。 

（注）郵便入札の方法による場合は、「入札書在中（到達期限：

令和２年３月 16日正午）」と読み替えるものとする。 

３ 入札参加者は、入札書等（様式 6-3～6-5をいう。）を作成

し、表に下記の表示をした封筒に入れ、指示された場所に提

出してください。 

（注）郵便入札の方法による場合は、「入札書在中（到達期限：

令和２年７月１日正午）」と読み替えるものとする。 

184 2 12 12 落札者は、市と駐車場事業者との間で、駐車場事業に係る

施設の設計業務に着手する日までに、駐車場事業用地定期借

地権設定契約書(案)の様式による駐車場事業用地定期借地

権を締結させてください。また、落札者は、市と民間施設事

業者との間で、民間施設事業において土地（民間施設事業用

地）の使用を開始する日までに、民間施設事業用地定期借地

権設定契約書(案)の様式による民間施設事業用地定期借地

権設定契約を締結させてください。 

12 落札者は、市と駐車場事業者との間で、駐車場事業に係る

施設の設計業務に着手する日までに、駐車場事業用地定期借

地権設定契約書(案)の様式による駐車場事業用地定期借地

権を締結させてください。 

185 3 13 13 特別目的会社は、庁舎事業の施設整備業務の履行を保証す

るため、静岡市議会における事業契約の締結に係る議決後速

やかに、静岡市契約規則（平成 15 年規則第 47 号）第 35 条

の規定に基づき、施設整備費相当分（施設整備業務に関する

金利支払額を除く。）の 100分の 10以上を納付又はその他の

方法による保証を付してください。また、駐車場事業者及び

民間施設事業者は、静岡市契約規則第 35条の規定に基づき、

借地権設定契約の締結時に契約保証金を納付してください。 

13 特別目的会社は、庁舎事業の施設整備業務の履行を保証す

るため、静岡市議会における事業契約の締結に係る議決後速

やかに、静岡市契約規則（平成 15 年規則第 47 号）第 35 条

の規定に基づき、施設整備費相当分（施設整備業務に関する

金利支払額を除く。）の 100分の 10以上を納付又はその他の

方法による保証を付してください。また、駐車場事業者は、

静岡市契約規則第 35 条の規定に基づき、借地権設定契約の

締結時に契約保証金を納付してください。 

186 3 14 14 受注者（特別目的会社、駐車場事業者及び民間施設事業者

をいい、以下同じです。）は、静岡市建設工事下請負の適正化

に関する要綱の規定を遵守して、同一事業入札参加者間の下

請負や不必要な重層下請負を行わないよう留意してくださ

14 受注者（特別目的会社及び駐車場事業者をいい、以下同じ

です。）は、静岡市建設工事下請負の適正化に関する要綱の規

定を遵守して、同一事業入札参加者間の下請負や不必要な重

層下請負を行わないよう留意してください。 
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No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

い。 
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入札説明書に関する質問・回答 

No 頁 箇所 変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

187 6 No.28 回答 

「個別空調に指定されている室」とは、「資料 11-1 必要諸室

及び仕様リスト」の「機械設備・空調・個別空調」欄に○を付

した諸室が該当します。当該諸室の空調機及び給湯室の給排気

ファンの全数が本表の非常用付加の対象となります。 

回答 

「個別空調に指定されている室」とは、「資料 11-1 必要諸室

及び仕様リスト」の「機械設備・空調・個別空調」欄に○を付

した諸室が該当します。当該諸室の空調機及び給湯室の給排気

ファンの全数が本表の非常用負荷の対象となります。 

 


